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インドネシア不正被害事例「ラッピング～売上債権回収に絡む着服～」

売上債権は、計上・請求・回収・貸倒処理のいずれのプロセスにおいても従業員不正が発生する可能性が
あり、在インドネシア日系企業でも被害の多い領域の1つです。
本稿では、インドネシアの日系企業で発生したラッピングという手口による横領・着服被害について、事例
を紹介しつつ防止策および発見方法について解説します。

1. 「ラッピング」とはどんな手口か？
	 ラッピングは、典型的な従業員不正の手口の一つで、埋め合わせ横領とも言われる手口です。 従業員
が、顧客から回収した売掛金を横領し、当該事実を帳簿上において隠ぺいするために別の顧客からの
回収した売掛金をさらに横領し，帳簿上では先の顧客の売掛金が回収されたかのように取り繕う行為
を指します。主に、売上債権のスキミング(入金処理をする前に、現金を抜き取る行為)の隠蔽に使用さ
れる手口であり、現金回収が多い会社や記帳担当業務と回収業務を同一の人物が実施している会社
などで、多く発生しています。

2.	 日系企業での被害事例
1) 経理スタッフX(犯人)が、顧客A社から売掛金20,000,000ルピアを小切手で回収。
2) 経理スタッフXは、小切手を現金化するものの、会社の入金口座には入れずに、着服。偽装工作とし
て、領収書を作成し、A社へ発送。

èè 顧客Aの入金未処理(20J)の発生
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3) 経理スタッフXは、顧客B社から現金で回収した売掛金35,000,000ルピアのうち20,000,000ルピアを
A社からの支払い分、また10,000,000ルピアをB社からの支払い分として帳簿上入金処理を実施。
残りの5,000,000ルピアは着服。ここでも偽装工作として、領収書を作成し、B社へ発送。
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èè 顧客Aの入金未処理(20J)の解消
èè 顧客Bの入金未処理(25J)の発生

èè 顧客Bの入金未処理(25J)の解消
èè 顧客Bの入金未処理(25J)の発生→値引処理による解消

4) 経理スタッフXは、さらに顧客C社から売掛金80,000,000ルピアを現金で回収し、全額を入金処理す
るものの、25,000,000ルピアはB社の支払

	 い分として、また 55,000,000ルピアはC社の支払い分として帳簿上記録。同時に、C社の売掛金残高
25,000,000ルピアについては売上値引として処理し、帳消し。同様に、領収書を偽造し、C社へ発送。

	 経理スタッフXは、これ以降、顧客からの入金がある度に、不正処理をした入金の埋め合わせをする
ために、同様の手口を繰り返し実施し、長期間に渡り、着服を続けていました。

	 上記の通り、ラッピングという手口は、入金された売掛金の着服を隠すための穴埋め処理を、不正
が発覚されるまで長期間に渡って繰り返し実施することが特徴です。また、事例のように、不正の発
覚を防ぐために、督促状の偽装発行、売上値引処理や貸倒処理、返品処理などの隠蔽工作を同時に
実施するなど複雑なスキームとなっているケースがほとんどです。
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3.	 ラッピング被害の兆候
	 ラッピングによる横領・着服を実施する際には、
当然ながら、売掛金処理や入金処理の帳簿上の
操作が必要となるため、帳簿上の売掛金・現預
金数値に不正の兆候が現れるはずです。また、
不正を隠蔽するために穴埋め処理を繰り返す必
要があるため、不正を実行している従業員の行
動にも不自然と思われるものも出てくると思わ
れます。以下のような事象がある場合には、ラッ
ピングが行われているかもしれません。
•	 説明できない売掛金残高の存在(最近の売
掛金が入金されているのに関わらず，過去
の分で未回収が発生している等)

•	 売上債権の回転率の悪化
•	 顧客からの入金日と売掛金の消込日の差異
の発生

•	 売上値引処理・貸倒処理・返品処理の増加
•	 売掛金管理業務におけるミスの増加(入金
済み顧客への督促状の送付などによる顧客
からのクレームの発生など)

•	 売掛金管理・入金管理業務の担当者の生活
態度・勤務態度の変化（急に派手な生活に
なった、売掛金管理・入金管理業務の担当
者が長期休暇を取得しないなど）

4.	 発生防止策
	 ラッピングによる横領・着服を防止するには、少
なくとも売掛金管理業務・入出金管理業務を以
下のように適切に整備することが不可欠です。
a) 	小切手での入出金を原則不可とし、銀行口
座振込に変更する。

b) 	入出金の記帳業務と回収業務の職務を分離
する。

c) 	値引処理・貸倒処理・返品処理の承認･チェッ
ク体制を確立する。

d) 	定期的に顧客に対して売掛債権の残高確認
を行う。

e)	売掛金の年齢管理・滞留債権管理 態勢を確
立する。 	
(1) 年齢管理・滞留債権管理処理に関する適	
       切な職務分掌を整備する 	
(2) 長期滞留債権に対する対応方針・ルール	
       を定める 	
(3) 年齢管理の結果の報告・共有体制を構	
       築する

f) 	領収書管理ルール(使用記録・連番管理など)
を確立する。等

	 なお、売掛金管理業務・入出金管理業務を適切
に整備しているだけでは、ルールと運用の実態
に乖離が発生していることもあります。	
そのため、定期的に業務の運用状況をモニタリ
ング・チェックすることが必要です。

<本件に関連するKPMGのサービス>
èè不正リスク診断	
規程等の文書や統制手続きのレビューを中心
とする短期診断により、不正リスクのリスク対策
の十分性や不正発生の可能性があるシナリオ
と不正リスク管理上の脆弱点を洗い出します。

èè内部統制整備支援	
不正リスクの低減に向けて、必要となる内部統
制の構築に向けて、改善策の策定、フローチャ
ート・業務記述書・リスク・コントロールマトリッ
クス等の文書の作成を支援します。

èè内部統制の運用状況のチェック（内部監査等）	
規程や各種内部統制文書に基づき、適切に運
用が実施されているかチェックします。あわせ
て、現行の内部統制の課題を把握し、効率的か
つ効果的に運用するための改善策の検討も実
施します。
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